
家財道具処分補助金

津市空き家情報バンクにより成約した空き家の家財道具の処分する場合、その費用の一部を補助します。

対象となる空き家

・津市空き家情報バンクにより成約した空き家

対象となる経費

・空き家に現存する家財道具の搬出及び処分を市内に本店、支店または営業所を有する法人

又は市内で事業を営む個人事業者に委託する経費

補助対象者

・津市空き家情報バンクにより売買契約又は賃貸借契約した空き家の所有者等又は入居者等であって、当該契
約が成立した日から１年を経過していない者

・入居者等にあっては家財道具処分された空き家を５年以上利活用する予定の者

補助金額

補助対象経費の２分の１（上限５万円）

リノベーション等補助金

津市外から津市内への移住を目的として、市内にある空き家の改修工事を行う場合、その費用の一部を補助
します。

対象となる空き家

・現に使用されていない本市の区域内に存する空き家（店舗併用住宅を含む。）

・耐震診断を満たす空き家（リノベーション等により耐震基準を満たすこととなる予定のものを含む。）

・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の区域外に存する空き家

対象となる工事

市内に本店、支店または営業所がある建設業者による次の工事

・移住者が居住するために必要な改修工事

・補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事

※外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事は対象になりません。

補助対象者 次のいずれかに該当する人

・工事完了後３０日以内に津市へ転入届を提出する移住者

・空き家の所有者であって、移住者と売買契約または賃貸契約を締結した人

※移住者とは、津市外に１年以上在住している人で、津市内に移住する人。移住後、改修された空き家に

１０年以上定住する予定の人

補助金額

補助対象工事費用の３分の１（上限１００万円）

津市空き家有効活用推進事業補助金のご紹介

お問い合わせ
津市都市計画部都市政策課 ☎ ：059-229-3290

✉：229-3177@city.tsu.lg.jp 市ホームページ

詳しくはこちらを
ご覧ください

着手の１０日前に申請

着手の前日までに申請


